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〈研究 ノー ト〉

社会教育における 「職員の専門性」概念の考察(1)

遠 藤 和 士

【要 旨】

本稿の目的は、1970年 代 に出された 『月刊社会教育』における職員 ・指導者に関係する記事 ・論文を取り上げ、

当時の社会教育における 「職員の専門性」概念を検証することである。

その結果として次のような状況が看取される。まず、「専門職員の必要性」については一般に認められているが、

ただしその根拠は明らかではない。「職員の専門性」については、確立されるべ きもの と捉えられているが、、はっ

きりとした基準があるものではなく、実際の職務や他の職員との交流 ・議論等を通 じて獲得するものであると捉え

られている。また 「職員」が 「指導者」であることが否定 されることもある一方、他方では 「職員」の側からいか

にして市民に問題意識を持たせるか、という指摘もあり、この点については未整理なようである。

1.問 題意識

筆者は以前、社会教育の分野における入門的な文献 に焦点 を当て、そこで社会教育の職員、あるいは指

導者の 「専 門性」「役割」 「資質」 「職務 ・仕事」について、 どのように捉え られているかを検討 した(遠

藤2003)。

取 りあげた文献の中に、職員は条件整備者であ り、職員を指導者と呼ぶことに否定的な見解が見出 され

たが(宇 佐川1962、 藤 田 豆967)、 これは松下圭一氏の 「社会教育終焉論」 における問題意識にきわめて近

い もの と考えられる。松下氏は、行政が成人 に対 して 「教育」 を行 うという発想 を批判 しているが、 ここ

での 「教育」 はきわめて狭い意味であって、職員は指導者ではない とい う場合の 「指導」 に近い もの と考

えることがで きる。

松下氏の問題意識をふ まえて、取 りあげた文献 における職員の 「専門性」他 に関する記述を検討 した結

果、社会教育 における 「職員の専門性」概念について検証すべ き課題 として次の ものが挙 げられる。①

「指導者」 と 「職員」の関係、② 「指導者」の必要性ではな く 「職員」の必要性 に関する議論、③ 「職則

の 「専 門性」、④ 司書や学芸員、その他 の職員 と社会教育主事や公民館主事のそれぞれの 「専門性」、 また

杜会教育主事や公民館主事以外の職員があまり取 りあげられていないのであれば、それはなぜか、また⑤

「職員の専門性」概念におそら く深 く関わって くる民主的な社会教育の理論、である。

そ こで本稿では、 さしあたって1970年 代 に焦点 を当て 「職員の専 門性」概念 に関わる先の①か ら④の課

題 について、社会教育の分野 を全体的 にみた ときにどの ように論 じられていたのかを検討する。⑤ を除 く

のは、焦点を絞るためである。

70年 代 としたのは、松下氏の 『社会教育の終焉』が出版 されたのは1986年 だが、そ こで述べ られた考 え

が まとまりはじめていたのは1970年 代 前半であ り、その同時期に、社会教育の分野 において 「職員の専 門

性」が どのように論 じられていたのか に焦点 を当てたい と考えるからである。 また70年 代は、まだいわゆ

る 「不当配転問題」が起ζっていた時期でもあ り、そのような問題 に関わって 「専門職員」 に関す る記述

があるのではないか、 と考えたか らで もある。
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2.研 究の概要

1970年 代 に、社会教育における 「職員の専門性」概念がどのように捉 えられていたのかをみるため、雑

誌 『月刊社会教育』(国 土社)の1970年1月 号(Nol46)か ら1979年 玉2月号1(No271)を(た だし若干未収

集のものがある)参 照 し、そこでの記事 ・論文等の タイ トルから社会教育の職員 もしくは指導者等に関す

る記述があると思 われるものを取 り上 げた。ただ し、派遣社会教育主事等の制度に関するものや教師に関

するものは除いている。

もちろんこの問題を検討するための資料 として一つの雑誌のみを取 り上げるだけでは十分 とはいえない

が、 まず社会教育の分野を全体と してみたときに 「職員の専門性」が当時 どのように捉 えられていたのか

を把握す ることが必要 だと考え、それに対 して、『月刊社会教育』が社会教育の分野では代表的な雑誌の

一つであ り
、かつ社会教育のある特定の分野のための ものではないということ、また雑誌であるために一

定の方針で編集 されていることは否めないが、社会教育の研究者 ・社会教育関係の職員 ・一般の市民など、

社会教育に関わる多様 な立場からの意見が掲載 されていることか ら{そ の 目的に対 して適切であ ると考え、

これ を取 り上げることとした。

さて、先 に記事 ・論文等 を取 り上げる基準 について述べたが、これ とは別 に71年8月 号か ら、必ず しも

毎号ではないが、「私の職場 日記」 とい うコーナーが掲載 されている。そこでは、毎回社会教育に関連す

る職場で、一定の期 間にどの ようなことがあ り、 またそこでそれぞれの執筆者がどのようなことを感 じた

り考えた りしたのかが 日記 として述べ られている。 これについて も若干未収集(3)の ものがあるが、そ

れを除 くと 「私の職場 日記」は10年 間に56回 掲 載 されている。判断のつきに くい もの もあるが、職場名や

職名から分類すると、最 も多いのは公民館等の16で ある。以下、教育委員会等が15、 図書館6,.青 年 の家

3,博 物館 ・美術館3,青 少年会館等2,そ の他社会教育関連施設4,そ の他7で ある。これをみてわか

るように、圧倒的に公民館お よび教育委員会等が多い。

この 「私g)職 場 日記」以外に取 り上げた記事 ・論文等 において も同様 に、そ こで取 り上げられているも

ので圧倒的に多いのは、社会教育主事、公民館主事 を含 む公民館職員である。 また社会教育職員、社会教

育関係職員という記述がなされている場合で も、実際に想定 されているのは社会教育主事や公民館職員で

あるケースが多 く見受け られる。 これについては購読者や当時の実際の施設数等 も考え合わせる必要があ

るが、一般的 には第2次 世界大戦後の 日本の社会教育が公民館 を中心に発展 して きたことの反映であると

考 えることもできる。

3.考 察

このことをふまえて、必要に応 じて松下氏 の 「社会教育終焉論」 を参照 しつつ、取 り上げた記事 ・論文

等 について述べてい くが、① については松下氏の問題意識 と最 も密接 に関わる問題のため後に.みることに

し、その他の ものから述べることにする。

なおζ以下 『月刊社会教育』か らの引用 についてはその都度、1)該 当す る年月号、2)記 事 ・論文 タイ ト

ル、3)著 者名 を記 し、本稿末尾 の引用 ・参考文献一覧には掲載 しない。

3・一1.「 職 員」 の必 要性

まず最初 に② についてだが、一部詳細 に論 じられている場合 もあるが、全体的 にはまだ整理 されてはい

ない。実際、17回 社会教育研究全国集会の報告で

・住民の学習権の保障の上で専門的職員の必要性を具体的に明らかにしてい くこと。(77年11月 増刊

「職場の民主化と職員集団」石間資生)
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が課題 としてあげられている。

しかしここで、 この点について注目したいのは、次の3つ の記述である。

・守る会 をささえる青年婦人 自身が主事 と しての役割 をはたせるだけの力量 を身につけたい。(71年8

月 「民主的社会教育 を守るたたかいの展望」吉川徹)

・やは り市民が企画す ることは必要だし、それに協力するものとしての職員の役割 はこれまで以上 に重

要になる。 もし市民が企画の主人公になることに よって本当に職員がいらな くなるような ら、転職 し

て もかまわないということで話をすすめた。(74年2月 「住民主体の社会教育 と職員の任務」佐藤進)

・かつては
、社会教育活動の高まりの中で、青年団長が主事になった例 は多い し、住民 の要求 として専

門職の有資格者 を招へい した り、不当な配転 をやめ させる等の実例があるのですが、(中 略)、 ふつう

の住民は公民館へ積極的な関心を示 さな くならて・い ます し、住民運動の発展 している地域では逆 に頼

りにされていないという現実 もあ ります。(70年8月 「社会教育 をになう主体は何か」島田修一)

最初 のものは、住民 たち自身が主事 になると述べているが、それにもかかわ らず住民は職員としての主

事 を必要 とする、というス タンスである。 しか しそれがなぜか、 ということについては、少な くとも取 り

上 げた記事 ・論文の中では述べ られていない。2番 目の ものは、住民が自らで きるようになれば、職員自

身が転職すると述べ ている。3番 目の ものでは、実際に 「住民運動の発展 している地域では」「頼 りにさ

れていない」 という現実が指摘 されている。 もちろん記事 によっては詳細 に職員の必要性の根拠 を述べて

いるもの もある し、今回取 り上げているのが70年 代 のものであるため、それ以前 に必要性 に関する議論が

行 われてそれがコンセンサスを得ている可能性 もないとはいえない。実際 に取 り上げた記事 ・論文の範囲

では一般的 にはその必要性 は理解 されている状況がある。ただ し、それが必ず しも明確 な理由を伴 った必

要性 として理解 されているか どうかは別であ り、 また住民 自身が主事 と同様 の力量 を身につけた、 といっ

たような場合には どうなのか、ということについては不明確である。 ここで取 り上げた記述はそのことを

示唆 していると考えられる。実際、松 下氏の指摘の一つはこの点 に関 してである。

3-2.「 職 員」 の 「専門性 」

次 に③ と④の課題について、併せて述べ る。

先に社会教育主事や公民館職員が取 り上げられるケースが圧倒的に多い と述べたが、これらの 「職員の

専門性」については、70年 代を通 してみた とき、その専門性 を確立すべ きものと捉 えているようである。

逆に言えば、少な くとも当時の段 階では、 これ らの 「職員の専門性」 については、 こういった ものである

というように記述で きるほ どはっきりとは捉えられていなかった とい うことだ。

こういった状況の中で7i年11月 号 に 「博物館学芸員の専門性」(鶴 田総一郎)と い う論文が掲載されて

いる。その中で鶴 田氏は、学芸員の専 門性 について、'

・まず第一 に学芸員は研究者であることを必要 とす る。しか もその研 究は他 の既成科学に もある 「もの」

そのものの研 究 と 「ひ と」そのものの研 究をふ まえた上で、「もの」 と 「ひと」 との結 び付 きを最終

研究 目的 とす るとい う独 自の専門性 を持つ。(中 略)

第二の条件 は、第一の条件 のもとで十分に研究 された教材 としての 「もの」を、最:も適当な各種 ・

各段階の教育施設設備お よび教育方法で 「ひと」に結び付ける＼直接 の教育作用 を営 む教育者である。

同時にこの範疇内での教育研究者(あ るいは教育技術研究者 といった方がいいか もしれない)で もあ

るといえよう。(中 略)刃

第三に(中 略)収 集と保存 とに特段の技術的研究が必要であ り、また同 じ意味で熟練 した収集保存

技術者で なければならない。 さらに収集保存 されたものの分類整理法に関 して も十分な技術的研究が

行 なわれ、同時に実際の技術者で なくてはならない。

・たとえば社会教育主事の専門性 とくらべて どうであろ うか。一言でいってまるで違 う。社会教育主事
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の場合は、第一 に研究者ではない。直接教 育作用を営 む者でもない。まして専門技術者ではない。だ

か ら、学芸員の専 門性 とする ところ とはまった く重複するところがないといえる。む しろ学芸員が、

社会教育にたず さわる場合に持つべ き共通の専門性(対 象のは握 とその要請の調査、学習の組織化、

広報技術、教育評価等々)は 持っているといった方が妥当である。 さらに、博物館は公立であるべ き

だ とい う特別な条件はなにもないので、行政 としての社会教育に関与することを実体 とする現行の社

会教育主事の姿勢とは、基本的に違っている。

・さらに公民館主事等その他 の社会教育施設専門職員(準 ず る場合 を含 む)と くらべてみる と、これ ら

は多 くのばあい社会教育主事のばあいの専 門性 と同工異曲であって、要は共通部分で似た ところがあ

る程度である。

と述べている。この鶴田氏の見解が 「博物館学芸員」ゐ 「専門性」 として関係者の問でコンセンサスを得

ているか どうかは別に検証すべ き問題ではあるが、ここで注 目したいのは、少な くともこの程度には 「博

物館学芸員」の 「専門性」 についての議論が行われている、ということである。

このような 「博物館学芸員」の 「専門性」に関する議論 と対比 して、非常に示唆的であると思われるの

が次の記述である。

・肝じん要の社会教育職員の養成についての議論は、その必要性が感じられてはいても不思議なくらい

低調である。(78年2月 「社会教育主事養成課程の現状」岡田忠男)

確かに取 り上げた記事 ・論文 の中に先の記述で言われているような職員の養成の現状やそれをどうする

かに関す るものは他 にないと言ってよい。ただ し、その一方で職員の研修 に関す るもの、特に自主的な、

かつ職員集団としての研修 に関する ものや、職員集団そのものの重要性を指摘する ものが多数見受けられ

る。 これについては、現在で も、例 えば日本社会教 育学会第50回 研究大会(2003年9月 、於早稲田大学)

の ラウン ドテーブルでも 「実践を共 同でふ り返る」 というものがあるように、「ふ り返 る」 といったこと

が取 り上げられることが多い ような印象がある。

・ 「県公民館主事会は、県下一八四公民館の三百余名の主事 たちの現職研修 の場である。(中 略)、 専門

性 を培 う共同学習の場 を形成 してきている。」(75年8月 「公民館 主事会論」牛越和男)

・現場経験 といったことが、 とくにこの分野で は重要であ り、社会教育職員の養成 ・任用に当って も、

現場研修が重視 されるべ きことなどを挙げている。(78年2月 「社会教育主事が寄せ る明日へ の期待」

編集部」)

・職員の力量 は職種 に左右 されるのではな く、職員の 自覚お よび実践に裏打 ちされる専 門性、あるいは

実践 によって培 われる専門性 によって発揮 されるとい う(以 下略)(78年H月 増刊 「社会教育職員の

専門性 の確立 と職場集団づ くり」藤本俊司)

・教育機関である公民館職員の専 門的力量は、住民 との閥係 の中で蓄積 されてい くものである以上(以

下略)(79年7月 「田無市公民館職員専門職制度の確立」鳥海志げ子)

これは、こういった職員の 「専門性」がある とすれば、それは実際の職務 を通 じて、 また他 の職員との

交流 や議論等を通 じて獲得する ものであるとい うことを示 しているのではないかと考 えられる。逆 に、そ

もそ も経験等はないが十分 な 「専門性」を備えているというケースが非常 に考 えにくいのではないか、 と

いうことを示す ものでもある。つ まり、いわゆる新採で専 門性 のある者を採用することが不可能なのでは

ないか、 ということである。ただし、仮にそれが不可能ではなかったとして も、その基準 は明 らかではな

いということには留意 してお く必要があるのだが。

これらの職員について、専門性の確立を指摘するものや専門職員制度を求めるものは多 く見受けられる

が、こういったことを考えれば、当時の段階では、そもそも職員の必要性が明示的には確立されていない
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が 、 その必要があると仮定 しても、 しか しこのように見 る限 りでは 「専 門職員」ではな く 「専任職員」 を

置 くことまで しか説得力 を持 たないように思われる。実際に、次のような指摘 も見受け られる。

・ 「現状では公民館主事は専門職でな くともよい、けれ ども識見 と技楠を要求 される。学習要求をほり

お こし学習条件 を整備 してい くには、主事の側か ら、識見 と技{雨にうらづけられた指導 ・助言がなさ

れなければな らない。 これが専門性 につながるものではないか。そのためには、研修の条件が保障 さ

れる必要があ る」 一一一般行政職か らきた主事か らは、(引 用者注一主事 会において)こ の ような意

見がだされた。(73年1月 「飯 田 ・下伊那主事会のその後」横田穆 ・松下拡)

3-3.「 指 導者」 と 「職 員」

もちろんこの問題は、①の 「指導者」 と 「職員」の関係にも通 じる ものである。次 にこの点について述

べてい くが、その前 に、まず取 り上げたいのが、松下氏 と同様の問題意識 を持ったものが見受 けられる、

ということである。特にこれは国の動向に対 して批判的に述べているものに多いようだ。例 えば、

・(引用者注一社会教育法改正について批判的に)た とえば指導助言という文言が大幅にとり入れられ

ており(以 下略)(72年6月 「『社会教育法改悪』へのとりくみ」酒井英男他)

・社教審中間報告に、国民の学習を 「水路づける」 という、(引用者注一戦前の 「思想善導」 と)似 た

ような発想があったのをおもいだして ください。(73年1月 「社会教育職員制度の危険な曲り角」酒

匂一雄)
・地域の社会教育のありかたは、地域の住民がきめるべきだという地域自治の論理によります。(73年

3月 「社会教育法一部改正に反対 し真に地域住民の学習権を保障する社会教育職員制度の確立を」社

会教育推進全国協議会常任委員会)

.などである。つま り、簡単 に言えば権力側か らの押 しつけについては批判的であるということである。 ま

た、職員 を指導者 として捉 えている記事 ・論文等 もあるが、そうではな く逆 に指導者意識を持った職員が

実際にいるということや、またそういった職員に対 して批判的であるものもみられる。例 えば、

・社会教育主事のなかには、住民 に対する 「指導者然」 としていなければならない とい う認識をいまな

おもっている人がかなりいる。(71年7月 「社会教育主事の現状 と問題」長浜功)

・住民 にとって必要でない職員が、専門性 をタテに 「指導する」 ことも現実 にある。(74年12月 「社会

教育職員の専門性の位置づけをめ ぐって」佐藤次二)

で あるが、このような立場 もまた松下氏の問題意識 と同様である と考えてよいだろう。つ まり職員 を指導

者 と捉 えることに対 しては批判的なのである。

しか し一方では、例 えば地域課題に対する問題意識 を持 たせる、 といった発想がないわけではない し、

場合によってはそ ういった職員が要請 されている場合 もある。

・今の世の中は問題だらけ。それらを問題 と感ずるように してい きたい。

・こちらが問題提起 してもちゃん と受け とめて くれ ないこともあ り悲 しくなって しまう。(上 記2つ は

いずれも、77年12月 「成入の学習に とりくむ社会教育職員の悩 みと生 きがい」野々村恵子)

・なやみや問題点 として出された一つ一つをい とぐちとし、教育 における内的条件 と外的条件 を認識 さ

せ、教育権の問題に発展 させ、教師 ・教組 とのかかわりを考えさせ、PTAと してどう対処するのか

とい うところ まで もちこめる、そ うい う問題のとりあつかい方、展開のさせ方 について力をかせる主.

事 であってほ しい。(74年2月 「母親の ぐちにおわらせないで」渡辺かえ子)
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松下氏の観点からみれば、これは2つ の点から批判 される と考えられる。一つは問題意識 を持たせ るとい

う発想である。 もう一つは、政策によって解決すべ きものを教育によって解決 しようとする発想に対 して

である。前者 については本稿の第一の課題に対応する問題であるが、全体の状況 としてみた場合、やは り

振れ幅が大 きい ようだ。つま り、一方では職員が指導者であることは否定 されているが、 しかし他方では

問題意識 を持たせるといった発想 もみられる。 この問題 については、

・住民の学習要求 と私たちのがわで考 える方向との くいちがい、自主性 と 「指導 ・助言」の実態、いわ

ゆる 「専門性」論議に帰着 する問題である。(71年8月 「二年目のひと りごと」Y・Y生)

という記述に象徴 されるように、当時の段階では整理 されていない ようである。

4.ま とめにか えて

さて、このように、当時の段 階では社会教育における職員については、社会教育主事や公民館職員が取

り上げ られることが圧倒的に多かったようだ。 しか し、だか らといって、それらの 「職員の専門性」概念

は、はっきりとは捉 えられていなか った、と考えられる。もちろん、中にはある程度詳細に論 じているも

の もある し、また今回取 り上げた範囲外の文献等でそうした ものもあるだろ う。そういった ものを検討す

るのは今後の課題である。ただ し、それ らで論 じられていることが必ず しも社会教育の分野全体からみた

ときにコンセンサス を得ているかどうかは別であって、 また全体 としてみた とき議論その ものがそういっ

た方向で行 われているのかどうか自体が不明確である、とい うことに留意 しつつ行ってい きたいと考 える。

実際 に松下氏が批判 しているのは社会教育行政理論 である。 したがって、理論家が述べている事柄が、社

会教育の分野全体の動向や問題意識 とは乖離 している可能性があるのではないか、と考 えることもで きる。

こういったことを視野 に入れつつ さらに検討 を行 っていきたい。
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